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P. 9 箱施用薬剤について

P. 9 保育料について

P. 9 上陽小耐震工事について

　 ・ 農地、水、環境保全組織について
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P. 9 災害対策、特に水害は甚大な被害をもたら

す。想定を超える万全な対策ができるか

P. 9 町税全般の現状と今後の歳入予測を問う

　 ・ 町の出前講座の進捗状況と成果は

P. 9 新学期が始まる学校での新型インフルエ

ンザ対策の徹底は
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P. 10 生涯学習課の取り組みについて

P. 10 25 地区の課題と行政

P. 10 ＰＣと英語教育、そして県立女子大との

連携
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P. 10 主要計画の町民への事前周知について

P. 10 国民健康保険税の資産割について

P. 10 郷土の歴史教育について
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　 ・ 平成21年度予算進捗状況と今後の経済見

通しについて

P.11 都市計画行政について

P.11 協働のまちづくりの中心となる、公民館

機能を持った公民館の設置を求む
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P.11 子育て支援の充実　後期次世代育成支援

地域行動計画の進捗状況について

　 ・ 農薬空中散布の自粛について
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P.12 上福島の 7.4 ヘクタールの開発について

　 ・ 国保の低所得者医療費減免を

　 ・ 県央水質浄化センターの縮小と総合運動

公園の今後の見通しについて

P.12 道路改修と住環境整備に重点を
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P.12 第５次玉村町総合計画は町民の英知を結

集して

P.12 年末までに子育て支援を

�!�Î�~�����B�I�!
議員が議長の許可を得て、町の行財政全般にわたって執

行機関に疑問点をただし、所信の表明を求めるものです。

玉村町では、１議員の質問時間（執行側の答弁も含む）を

１時間以内と定めています。

本会議・委員会はどなたでも
傍聴できます。

傍聴をお待ちしています


